
長沢壮寿の里地域包括支援センターの移転及び名称変更について（案） 

 

１ 概要 

 長沢壮寿の里地域包括支援センターについて、併設の特別養護老人ホームの建替え民設化に伴い、施

設竣工までの期間担当エリア内に仮事務所を開設していた。 

この度、特別養護老人ホームの開設にあわせ、地域包括支援センターを現事務所から特別養護老人ホー

ム内に移転する。 

 

２ 長沢壮寿の里地域包括支援センターについて 

（１）運営法人 社会福祉法人白山福祉会 

（２）所在地  多摩区三田１－１８－１１ 

（３）担当エリア 

   東生田、桝形５～７丁目、長沢、東三田、三田 

                     

３ 移転先及び移転予定日について 

   多摩区長沢２－１１－１ 令和７年８月中予定 

 

特別養護老人ホーム建替えの経過 

休 止：令和３年３月３１日  

解 体：令和４年度 

開 設：令和７年９月１日（ラスール長沢） 

 

４ 名称変更について 

  移転にあわせ、『長沢地域包括支援センター』に名称変更 

 

５ その他 

  電話番号、事業者番号等に変更なし 

資料６ 


